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１ 受付期間  令和７年１月１１日（土）から 令和７年２月２日（日） まで 

（※窓口受付は、月曜日（休館日）を除く午前９時～午後５時） 

２ 書類審査  令和７年２月４日（火） 

３ 筆記試験  令和７年２月１６日（日） 午前１０時３０分 から 正午 まで 

４ 面接試験  令和７年２月１６日（日） 午後 １時 から 

 

 

※ この試験は、一般財団法人塩尻市文化振興事業団嘱託職員採用候補者を決定するため

に行います。 

※ この試験の実施に際して収集する個人情報は、採用選考、選考結果通知のために必要

な範囲でのみ利用します。 

※ 申込書兼履歴書は、採用・不採用にかかわらず返却しません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【申込み・問い合わせ】 一般財団法人 塩尻市文化振興事業団 

〒３９９－０７３８ 塩尻市大門七番町４番８号（塩尻市文化会館レザンホール内） 

TEL ０２６３ - ５３ - ５５０３ 

ホームページ URL  https://www.raisin.or.jp/ 

 

令和７年度 

一般財団法人 塩尻市文化振興事業団 

嘱託職員採用試験受験案内 
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１ 職種、職務内容、受験資格、募集人員 

職 種 職務内容 受 験 資 格 
募集

人員 

事務 

（嘱託職員） 

窓口業務および 

施設管理業務 

(1)高校卒業以上の学歴で芸術文化に興味

がある人 

(2)パソコンを操作してエクセル・ワード

等を使って資料作成ができる人 

(3)窓口接遇の経験のある方、又は施設管

理に関する資格・経験のある方を歓迎し

ます 

１ 

名 

  

２ 欠格事項 

 次のいずれかに該当する者は、受験できません。 

(1) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく

なるまでの人 

(2) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で

破壊することを主張する政党、その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

(3) 成年被後見人、被保佐人 

 

３ 申込受付 

(1) 受付期間  令和７年１月１１日(土) から 令和７年２月２日(日) まで 

(2) 受付時間  月曜日(休館日)を除く午前９時から午後５時まで 

(3) 申込方法  塩尻市文化会館（レザンホール）窓口へ直接持参するか、郵送してく

ださい。（２月２日必着） 

なお、インターネット等による申込みはできません。 

※ 本人が病気入院中等、特別な理由がある場合は考慮しますので、あら

かじめ申し出てください。 

(4) 申込提出書類 

提出書類は所定様式とし、塩尻市文化会館のホームページからダウンロード、又は

塩尻市文化会館窓口でお渡しするものを使用してください。 

ア 申込書兼履歴書 （※規定の写真を貼付、裏側に氏名記入） 

イ 受験票     （※規定の写真を貼付、裏側に指名記入） 

(ｱ) 受験票は、申込み手続き終了後に返却しますので、試験時に持参してください。 
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４ 試験の日程等 

(1) 日 時  令和７年２月１６日（日）午前１０時３０分～午後２時（予定） 

(2) 場 所  塩尻市文化会館レザンホール 地下ギャラリー 

(3) 受 付  午前１０時～午前１０時２５分 

(4) 試 験 

ア 筆記試験 午前１０時３０分～正午 （90 分間） 

(ｱ) 筆記問題 

(ｲ) 施設管理に関する記述 

(ｳ) 芸術文化に関する記述 

(ｴ) 自己ＰＲに関する記述 

イ 面接試験 午後 1 時～ （ひとり 10～20 分） 

(5) 持ち物 

ア 受験票 

イ 筆記用具（鉛筆、消しゴム） 

ウ 必要に応じて昼食、飲み物 

(6) 昼食時間 正午～午後０時５０分（自由時間） 

レザンホール内で飲食していただいて構いません。 

(7) 駐車場  塩尻市役所北側駐車場、又は体育館駐車場をご利用ください。 

 

５ 採用内定通知 

令和７年２月１９日(水)付で、採用予定者及び不採用者に書面にて直接通知します。 

 

６ 採 用    令和７年４月１日（火）の予定です。 

 

７ 待 遇 

(1) 給 与   月額報酬として １７５，３００円 を支給します。 

(2) 手 当   時間外勤務手当、期末手当(年２月)、勤勉手当、通勤手当を支給 

         ※期末手当、勤勉手当は、勤務期間に応じての支給になります。 

(3) 休  日   週休２日（勤務指定により決定、土日祝の勤務があります。） 

(4) 勤務時間 

ア 午前８時３０分から 午後５時までの７時間３０分 

イ 自主事業により午後１０時までの勤務が年数回あります。 

(5) 休  暇  年次休暇は雇用月に応じて付与するもので、１年目は１０日を上限とし

ます。 

(6) 雇用期間  令和７年４月１日～令和８年３月３１日 

※定時評価、勤務成績等に応じて契約更新があります。 

(7) その他、当法人の嘱託等職員雇用取扱規程の定めによります。 


